
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

情

報

通

信

サ

ー

ビ

ス

の

調

達

契

約

に

係

る

競

争

情

報

政

策

課

入

札

の

参

加

資

格

、

資

格

審

査

の

申

請

手

続

等

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

指

導

監

査

室

○

指

定

介

護

療

養

型

医

療

施

設

の

指

定

の

辞

退

〃

○

港

湾

区

域

に

放

置

さ

れ

て

い

た

船

舶

の

保

管

港

湾

課

○

物

品

の

売

買

、

修

理

等

の

調

達

契

約

に

係

る

競

用

度

課

争

入

札

の

参

加

資

格

、

資

格

審

査

の

申

請

手

続

等

○

役

務

の

提

供

の

調

達

契

約

に

係

る

競

争

入

札

の

〃

参

加

資

格

、

資

格

審

査

の

申

請

手

続

等

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了 岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
六
号

平
成
三
十
一
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地

方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争

入
札
」
と
い
う

）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
を
次
の
と
お
り
定
め

。

た
。な

お
、
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示

第
三
百
三
十
二
号
。
以
下
「
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
」
と
い
う

）
に
基
づ
く
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス

。

に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
格
付
区
分
の
う
ち
Ａ
級
を
有
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類

情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス

二

資
格
審
査

１

資
格
審
査
の
事
項

申
請
時
の
直
前
事
業
年
度
の
決
算

以
下

直
前
決
算

と
い
う

に
お
け
る
売
上
高

消

（

「

」

。
）

（

(1)
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く

）
。

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額

(2)

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

(3)

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

(4)

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

(5)

男
女
共
同
参
画
の
推
進
状
況

(6)

障
害
者
雇
用
の
状
況

(7)

環
境
基
準
等
の
達
成
状
況

(8)

申
請
時
の
事
業
者
認
定
等
制
度
に
お
け
る
認
定
等
の
種
類

(9)

申
請
時
に
お
け
る
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第

(10)
二
十
九
条
第
一
項
の
情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
合
格
者
数

２

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

、

、

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は

１
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
に
基
づ
き
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別
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
を
合
計
し
て
得
ら
れ
た
総
合
点
数
が
八
十
点
以
上
で
あ
る
者
と
す

る
。

３

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

１
及
び
２
に
よ
る
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

三

資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ
る
者
で
知
事

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

２

岡
山
県
税
、
市
町
村
税
（
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税
及
び
地

。

方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
免
許
、
許
可
、
認
可
、
資
格
等
（
以
下
「
許
認
可
等
」
と
い
う

）
を
受
け
、
又

。

は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者
又

は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
な
い
者

４

業
務
の
種
類
に
応
じ
知
事
が
必
要
と
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
を
常
時
勤
務
す
る
者
と
し
て
有

し
て
い
な
い
者

５

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者

６

５
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
７

過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
５
又
は
６
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入

札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

資
格
審
査
の
申
請
手
続

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
、
法
務
局
長
が
発
行
す
る
登
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証

明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な

。

(3)
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

（
県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限

。
）
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る

）
。県

内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納
税
証

。

(4)
明
書
（
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
県
内
の
営
業
所
の

。
）

長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所

等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納

税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個

(6)
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調

（
営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
こ
と
等
に

）

よ
り
当
該
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
直
前
の
三
月
以
内
に
お
け
る
営
業
の

事
実
を
証
す
る
書
類
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
支
配
人
の
名
簿
（
支
配
人

(8)
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
認
可
等
を
受
け
、
又
は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当

(9)
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(10)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(11)
２

提
出
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語

申
請
書
、
直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
委
任
状
は
、
日
本
語
で
作
成
し
、
そ
の
他
の

、

、

。

提
出
書
類
で
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
は

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し

又
は
添
付
す
る
こ
と

ま
た
、
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
提
出
書
類
の
金
額
欄
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和

二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
の
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算

し
、
記
載
す
る
こ
と
。

３

提
出
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元

年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う

）
。

を
除
く

）
と
す
る
。
な
お
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
提
出
は
受
け
付
け
る
が
、
競
争
入
札
に
間
に

。

合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
文
書
で
通
知
す
る
。
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４

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課

５

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

３
の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に

４
の
提
出
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

郵
送
等
の
場
合

(2)

書
留
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
３
の
提
出
期
間
中
（
必
着
）
に
４
の
提
出
場
所
に
送
付
す
る

こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
随
時
（
県
の
休
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課

３

交
付
方
法

直
接
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
、

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

１
の
交
付
期
間
中
に
２
の
交
付
場
所
宛
て
に
、
二
百
五
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
Ａ
四
サ
イ

ズ
の
書
類
が
入
る
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
申
し
込
ん
だ
場
合
は
、
郵
送
に
よ
り
交
付
す
る
。

六

資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
札

参
加
資
格
審
査
要
領
に
基
づ
く
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
者
で

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
に
基
づ
く
資
格
の
有
効
期
間
の
末
日
ま
で

と
す
る
。

２

有
効
期
間
の
更
新
手
続

有
効
期
間
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
三
年
一
月
中
に
行
う
予
定
の
平
成
三
十
三
年
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度
の
申
請
手
続
等
に
係
る
告
示
に
よ
る
こ
と
。

七

そ
の
他

１

競
争
入
札
の
公
示

県
公
報
に
よ
り
公
示
す
る
。

２

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
県
民
生
活
部
情
報
政
策
課
（
電
話

〇
八
六

二
二
六

七
二
六
四
）

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

お
ぐ
ら
整
形
外
科
医
院
介
護
医
療
院

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
三
三

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
お
ぐ
ら
整
形
外
科
医
院

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
三
三

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
Ｂ
二
八
〇
〇
〇
一
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
八
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

施
設
の
名
称
及
び
開
設
場
所

１

名
称

医
療
法
人
お
ぐ
ら
整
形
外
科
医
院

２

開
設
場
所

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
三
三

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
お
ぐ
ら
整
形
外
科
医
院

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
三
三

三

辞
退
年
月
日

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
一
二
八
一
〇
〇
七
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
療
養
型
医
療
施
設

平成３１年１月２９日　岡山県公報　第１２０６３号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
九
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾

区
域
内
に
放
置
さ
れ
て
い
た
船
舶
を
撤
去
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
船
舶
を
次
の
と
お

り
保
管
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

東
備
港
港
湾
管
理
者

岡

山

県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
管
し
た
船
舶
の
種
類
、
数
量
及
び
船
舶
番
号

種

類

数

量

船
舶
番
号

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト

一
隻

二
七
一

一
五
六
五
二

－

ヨ
ッ
ト

一
隻

不
明

二

当
該
船
舶
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所

備
前
市
鶴
海
四
九

八
地
先
の
水
域

－

三

当
該
船
舶
を
撤
去
し
た
日
時

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
午
後
三
時

四

当
該
船
舶
の
保
管
を
始
め
た
日
時

平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
午
後
三
時
三
十
分

五

当
該
船
舶
の
保
管
の
場
所

備
前
マ
リ
ー
ナ

備
前
市
鶴
海
五
四

六

当
該
船
舶
の
撤
去
、
保
管
及
び
返
還
等
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
者

当
該
船
舶
を
放
置
し
た
者
又
は
そ
の
所
有
者

七

実
施
機
関
及
び
問
い
合
わ
せ
先

和
気
郡
和
気
町
和
気
四
八
七
番
地
二

岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
東
備
地
域
管
理
課

電
話

〇
八
六
九

九
二

五
一
七
〇

－
－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
号

平
成
三
十
一
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公

共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

）

（

「

」

二
号

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札

以
下

競
争
入
札

と
い
う

）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

。

な
お
、
物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審

査
要
領
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
号
。
以
下
「
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
」
と
い
う

）
。

に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
す
る
物
品
等
の
種
類

文
具
・
事
務
用
機
器
、
木
工
・
家
具
類
、
薬
品
類
、
印
刷
類
、
燃
料
・
油
脂
類
、
機
械
器
具
類
、

工
事
用
材
料
、
車
両
・
船
舶
類
、
百
貨
、
装
飾
品
、
書
籍
、
運
動
・
楽
器
、
金
物
・
荒
物
・
雑
貨
、

繊
維
、
皮
革
・
合
成
樹
脂
、
食
料
品
、
種
苗
・
花
木
、
動
物
、
記
念
品
・
標
識
、
レ
ン
タ
ル
・
リ
ー

ス
類
、
飼
料
、
肥
料
、
火
薬
、
銃
、
模
型
、
茶
道
具
、
一
般
高
圧
ガ
ス
、
ミ
ニ
ハ
ウ
ス
、
電
気
及
び

払
下
品
類

二

資
格
審
査

１

資
格
審
査
の
事
項

申
請
時
の
直
前
事
業
年
度
の
決
算

以
下

直
前
決
算

と
い
う

に
お
け
る
売
上
高

消

（

「

」

。
）

（

(1)
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く

）
。

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額

(2)

直
前
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
価
額

(3)

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

(4)

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

(5)

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

(6)

男
女
共
同
参
画
の
推
進
状
況

(7)

障
害
者
雇
用
の
状
況

(8)

環
境
基
準
等
の
達
成
状
況

(9)
２

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
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次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
契
約
の
予
定
金
額
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
は
、
１
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
に
基
づ
き
、
別
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
を

合
計
し
て
得
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
総
合
点
数
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
格
付
区

分
を
付
さ
れ
た
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
権

限
を
有
す
る
者
は
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
格
付
区
分
を
付
さ
れ
た
者
を
競
争
入
札

に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

契
約
の
予
定
金
額

総
合
点
数

格
付
区
分

二
百
五
十
万
円
以
上

七
十
点
以
上

Ａ

五
百
万
円
未
満

五
十
点
以
上
七
十
点
未
満

Ｂ

二
百
五
十
万
円
未
満

五
十
点
未
満

Ｃ

３

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

１
及
び
２
に
よ
る
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

三

資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ
る
者
で
知
事

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

２

岡
山
県
税
、
市
町
村
税
（
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税
及
び
地

。

方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

４

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者

５

４
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
６

過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
４
又
は
５
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入
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札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

資
格
審
査
の
申
請
手
続

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
、
法
務
局
長
が
発
行
す
る
登
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証

明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な

。

(3)
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

（
県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限

。
）

る

）
。県

内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納
税
証

。

(4)
明
書
（
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
県
内
の
営
業
所
の

。
）

長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所

等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納

税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個

(6)
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調

（
営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
こ
と
等
に

）

よ
り
当
該
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
直
前
の
三
月
以
内
に
お
け
る
営
業
の

事
実
を
証
す
る
書
類
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

誓
約
書

(8)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
支
配
人
の
名
簿
（
支
配
人

(9)
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可
、
認
可
等
を
得
て
い
る

(10)
こ
と
を
証
す
る
書
面

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(11)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(12)
２

提
出
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語
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申
請
書
、
直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
委
任
状
は
、
日
本
語
で
作
成
し
、
そ
の
他
の

、

、

。

提
出
書
類
で
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
は

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し

又
は
添
付
す
る
こ
と

ま
た
、
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
提
出
書
類
の
金
額
欄
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和

二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
の
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算

し
、
記
載
す
る
こ
と
。

３

提
出
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元

年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う

）
。

を
除
く

）
と
す
る
。
な
お
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
提
出
は
受
け
付
け
る
が
、
競
争
入
札
に
間
に

。

合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
文
書
で
通
知
す
る
。

４

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

５

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

３
の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に

４
の
提
出
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

郵
送
等
の
場
合

(2)

書
留
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
３
の
提
出
期
間
中
（
必
着
）
に
４
の
提
出
場
所
に
送
付
す
る

こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
随
時
（
県
の
休
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

３

交
付
方
法

直
接
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
、

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

１
の
交
付
期
間
中
に
２
の
交
付
場
所
宛
て
に
、
二
百
五
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
Ａ
四
サ
イ
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ズ
の
書
類
が
入
る
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
申
し
込
ん
だ
場
合
は
、
郵
送
に
よ
り
交
付
す
る
。

六

資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
札

参
加
資
格
審
査
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
者
で
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
を
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
に
基
づ
く
資
格
の
有
効
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

有
効
期
間
の
更
新
手
続

有
効
期
間
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
三
年
一
月
中
に
行
う
予
定
の
平
成
三
十
三
年

度
の
申
請
手
続
等
に
係
る
告
示
に
よ
る
こ
と
。

七

そ
の
他

１

競
争
入
札
の
公
示

県
公
報
に
よ
り
公
示
す
る
。

２

問
い
合
わ
せ
先

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
電
話

〇
八
六

二
二
六

七
五
三
八
）

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
一
号

平
成
三
十
一
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
役
務
の
提
供
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の

（

「

」

。
）

規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札

以
下

競
争
入
札

と
い
う

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

な
お
、
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示

第
三
百
三
十
二
号
。
以
下
「
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
」
と
い
う

）
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
（
情

。

報
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く

）
を
有
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
競
争
入
札
に
参

。

加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類

建
物
等
の
保
守
管
理
、
廃
棄
物
の
処
理
、
警
備
、
調
査
研
究
、
企
画
製
作
、
運
送
保
管
、
機
械
設

備
等
の
保
守
点
検
等
（
情
報
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
を
除
く

）
。

二

資
格
審
査

１

資
格
審
査
の
事
項

申
請
時
の
直
前
事
業
年
度
の
決
算

以
下

直
前
決
算

と
い
う

に
お
け
る
売
上
高

消

（

「

」

。
）

（

(1)
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
除
く

）
。

直
前
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
額

(2)

直
前
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率

(3)

申
請
時
に
お
け
る
従
業
員
数

(4)

申
請
時
ま
で
の
営
業
年
数

(5)

男
女
共
同
参
画
の
推
進
状
況

(6)

障
害
者
雇
用
の
状
況

(7)

環
境
基
準
等
の
達
成
状
況

(8)
２

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
契
約
の
予
定
価
格
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
は
、
１
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
審
査
に
基
づ
き
、
別
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
を

合
計
し
て
得
ら
れ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
総
合
点
数
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
格
付
区

分
を
付
さ
れ
た
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
て
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
権
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限
を
有
す
る
者
は
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
格
付
区
分
を
付
さ
れ
た
者
又
は
特
定
の

格
付
区
分
を
付
さ
れ
た
者
を
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

契
約
の
予
定
価
格

総
合
点
数

格
付
区
分

制
限
な
し

六
十
点
以
上

Ａ
級

五
百
万
円
未
満

四
十
点
以
上
六
十
点
未
満

Ｂ
級

二
百
万
円
未
満

四
十
点
未
満

Ｃ
級

３

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

１
及
び
２
に
よ
る
審
査
の
結
果
は
、
申
請
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

三

資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

次
に
掲
げ
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
１
に
掲
げ
る
者
で
知
事

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
者

２

岡
山
県
税
、
市
町
村
税
（
県
内
の
市
町
村
長
が
課
し
た
も
の
に
限
る

）
又
は
消
費
税
及
び
地

。

方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

３

営
業
に
関
し
免
許
、
許
可
、
認
可
、
資
格
等
（
以
下
「
許
認
可
等
」
と
い
う

）
を
受
け
、
又

。

は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者
又

は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
な
い
者

４

業
務
の
種
類
に
応
じ
知
事
が
必
要
と
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
を
常
時
勤
務
す
る
者
と
し
て
有

し
て
い
な
い
者

５

岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規

定
す
る
者

６

５
に
掲
げ
る
者
を
役
員
又
は
支
配
人
と
し
て
い
る
法
人
及
び
当
該
者
を
支
配
人
と
し
て
い
る
個

人
７

過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
、
５
又
は
６
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
入
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札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者

四

資
格
審
査
の
申
請
手
続

１

提
出
書
類
（
官
公
署
の
証
明
に
係
る
書
類
は
、
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る

）
。

申
請
書

(1)

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る

(2)
身
分
証
明
書
、
法
務
局
長
が
発
行
す
る
登
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
書
及
び
登
記
事
項
証

明
書
（
支
配
人
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

岡
山
県
県
民
局
長
が
発
行
し
た
県
税
（
延
滞
金
等
を
含
む

）
の
納
税
証
明
書
（
滞
納
が
な

。

(3)
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

（
県
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限

。
）

る

）
。県

内
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
（
延
滞
金
等
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
の
納
税
証

。

(4)
明
書
（
県
内
の
市
町
村
に
納
税
の
義
務
が
あ
る
者
に
限
る

。
た
だ
し
、
県
内
の
営
業
所
の

。
）

長
等
に
県
と
の
契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
委
任
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
営
業
所

等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納
税
証
明
書
、
委
任
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
県
内
の
本
店
又
は
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
発
行
し
た
市
町
村
税
の
納

税
証
明
書

税
務
署
長
が
発
行
し
た
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
未
納
税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書

(5)

直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、
個

(6)
人
に
あ
っ
て
は
損
益
計
算
書
及
び
資
産
負
債
調

（
営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
こ
と
等
に

）

よ
り
当
該
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
直
前
の
三
月
以
内
に
お
け
る
営
業
の

事
実
を
証
す
る
書
類
）

印
鑑
登
録
証
明
書

(7)

法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
及
び
支
配
人
の
名
簿
、
個
人
に
あ
っ
て
は
支
配
人
の
名
簿
（
支
配
人

(8)
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
限
る

）
。

営
業
に
関
し
許
認
可
等
を
受
け
、
又
は
届
出
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当

(9)
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
届
出
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

契
約
の
締
結
等
に
つ
い
て
の
権
限
を
営
業
所
の
長
等
に
委
任
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状

(10)

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

(11)
２

提
出
書
類
の
作
成
に
用
い
る
言
語

申
請
書
、
直
前
決
算
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
委
任
状
は
、
日
本
語
で
作
成
し
、
そ
の
他
の
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、

、

。

提
出
書
類
で
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
は

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し

又
は
添
付
す
る
こ
と

ま
た
、
外
国
語
で
記
載
さ
れ
た
提
出
書
類
の
金
額
欄
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和

二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
の
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算

し
、
記
載
す
る
こ
と
。

３

提
出
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元

年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う

）
。

を
除
く

）
と
す
る
。
な
お
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
提
出
は
受
け
付
け
る
が
、
競
争
入
札
に
間
に

。

合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
文
書
で
通
知
す
る
。

４

提
出
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
又
は
出
納
局
用
度
課

５

提
出
方
法

持
参
の
場
合

(1)

３
の
提
出
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に

４
の
提
出
場
所
に
提
出
す
る
こ
と
。

郵
送
等
の
場
合

(2)

書
留
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
３
の
提
出
期
間
中
（
必
着
）
に
４
の
提
出
場
所
に
送
付
す
る

こ
と
。

五

申
請
書
の
交
付
期
間
等

１

交
付
期
間

こ
の
告
示
の
日
か
ら
随
時
（
県
の
休
日
を
除
く

）
。

２

交
付
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
又
は
出
納
局
用
度
課

３

交
付
方
法

直
接
交
付
を
受
け
る
場
合

(1)

１
の
交
付
期
間
中
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
、

２
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
交
付
を
受
け
る
場
合

(2)

１
の
交
付
期
間
中
に
２
の
交
付
場
所
宛
て
に
、
二
百
五
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
Ａ
四
サ
イ

ズ
の
書
類
が
入
る
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
申
し
込
ん
だ
場
合
は
、
郵
送
に
よ
り
交
付
す
る
。
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六

資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
札

参
加
資
格
審
査
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て
い
る
者
で
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
を
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
に
基
づ
く
資
格
の
有
効
期
間
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

有
効
期
間
の
更
新
手
続

有
効
期
間
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
三
年
一
月
中
に
行
う
予
定
の
平
成
三
十
三
年

度
の
申
請
手
続
等
に
係
る
告
示
に
よ
る
こ
と
。

七

そ
の
他

１

競
争
入
札
の
公
示

県
公
報
に
よ
り
公
示
す
る
。

２

問
い
合
わ
せ
先

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
電
話

○
八
六

二
二
六

七
五
三
八
）

－
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〔
三
六
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｐ
ｒ
ｏ

Ｂ
ｏ
ｎ
ｏ

Ｒ
ｅ
ｈ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｓ
ｅ
ｒ
ｖ

ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

三

代
表
者
の
氏
名

金
谷

佳
和

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
和
気
五
八
〇
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
培
っ
た
ナ
レ
ッ
ジ
や
ス
キ
ル
、
経
験
を
活
か
し
、

子
ど
も
か
ら
シ
ニ
ア
ま
で
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
運
動
や
身
体
活
動
を
通

じ
た
健
康
づ
く
り
の
普
及
と
、
知
識
・
技
能
の
向
上
を
目
的
に
、
医
療
・
介
護
・
予
防
や
ス
ポ
ー
ツ
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
等
に
関
す
る
教
室
の
運
営
及
び
専
門
職
の
派
遣
、
講
習
会
・
講
演
会
の
開
催
、
地
域
の
子
ど
も

や
住
民
に
対
し
発
達
に
係
る
相
談
・
研
修
と
い
っ
た
地
域
療
育
に
係
る
事
業
、
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

事
業
を
行
い
、
す
べ
て
の
人
が
公
平
で
多
様
性
の
あ
る
最
高
に
楽
し
め
る
人
生
を
創
生
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
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〔
三
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
富
原
字
四
反
田
三
五
一

一
、
三
五
一

四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
井
手
一
〇
八

一
き
ぼ
う
二
〇
一
号

－

待
鳥

貴
政

待
鳥

忍

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
六
号
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〔
三
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
福
井
字
重
安
一
二
〇

七
、
一
二
〇

一
〇

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
総
社
三
丁
目
五

三
五
ラ
パ
ル
テ
ー
ル
一
〇
一

－


岡

慎
二

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
九
号
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〔
三
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
東
阿
曽
字
竹
ノ
鼻
一
六
五
三

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
田
町
一
丁
目
一

一
チ
サ
ン
マ
ン
シ
ョ
ン
六
一
四
号

－

福
井

貴
紀

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
六
号
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〔
四
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

、

、

、

、

、

、

備
前
市
伊
部
字
高
堂
三
〇
三

四

三
〇
三

三

三
〇
九

三
一
〇

三
一
一

三
一
二

一

－
－

－

三
一
三

一
、
三
一
四

一
、
三
一
四

四
、
三
二
〇

一
、
三
二
一

一
、
三
二
二

一
、
三
二

－
－

－
－

－
－

二

三
、
三
一
〇
地
先
水
路
の
一
部
、
三
二
二

一
地
先
道
、
三
二
一

一
地
先
道
、
三
一
〇
地
先

－
－

－

か
ら
三
一
二

一
地
先
ま
で
道
、
三
一
三

一
地
先
水
路
の
一
部

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

備
前
市
西
片
上
一
三
九
〇

寺
見
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

末
廣

芳
夫

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
二
号
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〔
四
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
宿
字
前
池
尻
一
〇
二
三

九
、
一
〇
二
九

一

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
島
三
〇
一
一

一
六
ソ
レ
イ
ユ
中
島
Ｄ
棟
一
〇
二
号
室

－

細
中

孝
彬

細
中

尚
実

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
〇
号
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〔
四
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

、

、

、

、

、

、

備
前
市
伊
部
字
高
堂
三
〇
三

四

三
〇
三

三

三
〇
九

三
一
〇

三
一
一

三
一
二

一

－
－

－

三
一
三

一
、
三
一
四

一
、
三
一
四

四
、
三
二
〇

一
、
三
二
一

一
、
三
二
二

一
、
三
二

－
－

－
－

－
－

二

三
、
三
一
〇
地
先
水
路
の
一
部
、
三
二
二

一
地
先
道
、
三
二
一

一
地
先
道
、
三
一
〇
地
先

－
－

－

か
ら
三
一
二

一
地
先
ま
で
道
、
三
一
三

一
地
先
水
路
の
一
部

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
公
園
、
下
水
道
、
水
路

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

備
前
市
西
片
上
一
三
九
〇

寺
見
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

末
廣

芳
夫

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
二
号
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